
 

   新潟市文書館条例（案文） 

（設置） 

第１条 新潟市公文書管理条例（令和３年条例第  号）の趣旨にのっとり，特定歴史公

文書（同条例第２条第４項に規定する特定歴史公文書をいう。以下同じ）を適切に保存

し，市民等の利用に供するとともに，本市の歴史を検証し，歴史に関する情報を発信す

るため，公文書館法（昭和６２年法律第１１５号）第５条第１項の規定に基づき，新潟

市文書館（以下，「文書館」という。）を新潟市北区太田８６２番地１に設置する。  

（事業） 

第２条 文書館は前条に規定する目的を達成するため，次に掲げる事業を行う。 

（１）特定歴史公文書を保存し，一般の利用に供すること。  

（２）本市の歴史に関する資料の収集及び調査研究を行うこと。  

（３）本市の歴史編さん及び歴史に関する情報発信を行うこと。  

（４）所蔵資料の公開・活用を促進し，歴史に関する調査研究を支援すること。  

（５）前各号に掲げるもののほか，前条に規定する目的を達成するために必要な事業  

（施設） 

第３条 文書館に，次に掲げる施設を置く。  

（１）閲覧室 

（２）資料公開室 

（３）講座室  

（休館日） 

第４条 文書館の休館日は，次に掲げるとおりとする。ただし，市長が特に必要があると

認める場合は，臨時にこれを変更することができる  

（１）日曜日  

（２）月曜日  

（３）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  

資料３ 



 

（４）１２月２９日から翌年１月３日まで 

（開館時間）  

第５条 文書館の開館時間は，午前９時から午後５時までとする。ただし，市長が特に必

要があると認める場合は，臨時にこれを変更することができる。  

（講座室の利用）  

第６条 講座室は，第２条の事業に支障のない範囲において，各種の行事，集会等の利用

に供することができる。 

２ 前２条の規定にかかわらず，講座室は，規則で定める団体に限り，休館日または利用

時間外においても，利用の許可を得た範囲において利用に供することができる。  

（利用の許可）  

第７条 講座室を利用しようとするものは，あらかじめ市長の許可を受けなければならな

い。許可を受けた事項を変更しようとする場合も，同様とする。  

（利用の制限）  

第８条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，前条の許可をしない。  

（１） 利用の目的又は内容が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められ

る場合 

（２） 利用の内容又は方法が文書館の施設，若しくは設備又は所蔵資料を損傷し，又は

汚損するおそれがあると認められる場合  

（３）営利，宣伝又は営業上の目的をもって利用をするおそれがあると認められる場合  

（４）前３号に掲げるもののほか，文書館の管理上支障があると認められる場合  

（利用の取止めの申出） 

第９条 講座室の利用の許可を受けたもの（以下「利用者」という。）は，利用を取り止

めようとする場合は，市長にその旨を申し出なければならない。  

（使用料） 

第１０条 市長は，利用者から別表に掲げる使用料を徴収する。  



 

（使用料の徴収時期）  

第１１条 使用料は，講座室の利用を許可する時に徴収する。ただし，市長は，特別の理

由があると認める場合は，別にその使用料の納付期日を定めることができる。  

（使用料の免除）  

第１２条 市長は，公益上の必要その他特別の理由があると認める場合は，使用料の全部

又は一部を免除することができる。  

（使用料の不還付）  

第１３条 既納の使用料は，還付しない。ただし，市長は，第１７条第２項の規定により

処分をした場合その他規則で定める特別の理由があると認める場合は，その使用料の全

部又は一部を還付することができる。  

（許可外の利用の禁止） 

第１４条 利用者は，講座室をその許可を受けた目的以外の目的に利用し，又は第三者に

利用させることができない。  

（行為の制限）  

第１５条 利用者及び文書館の入館者（以下「利用者等」という。）は，文書館内におい

て，次に掲げる行為をしてはならない。ただし，第２号から第５号までに掲げる行為につ

いて市長の許可を受けた場合は，この限りでない。  

（１）施設，設備，所蔵資料を損傷し，汚損し，又は亡失すること。 

（２）火気を使用すること。  

（３）広告等を掲示し，又は配布すること。  

（４）物品の販売その他これに類する行為をすること。  

（５）指定された場所以外の場所で飲食すること。  

（６）他人に迷惑をかける行為をすること。  

（７）前各号に掲げるもののほか，市長が文書館の管理上支障があると認める行為をする

こと。 



 

（許可の条件）  

第１６条 市長は，この条例の規定による許可に文書館の管理のため必要な範囲内におい

て条件を付けることができる。  

（許可の取消し等）  

第１７条 市長は，次の各号のいずれかに該当するものに対し，この条例の規定による許

可を取り消し，若しくはその条件を変更し，又は行為の中止，原状回復若しくは文書館

からの退去を命ずることができる。  

（１）この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反しているもの  

（２）この条例の規定による許可に付けた条件に違反しているもの  

（３）偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたもの  

２ 市長は，文書館の管理上又は公益上の理由により特に必要があると認める場合は，利

用者等に対し，前項に規定する処分をすることができる。  

（原状回復）  

第１８条 利用者等は，次の各号のいずれかに該当する場合は，直ちに原状に回復しなけ

ればならない。  

（１）講座室の利用を終了した場合  

（２）この条例の規定による許可を取り消された場合  

（３）行為の中止を命ぜられた場合  

（４）退去を命ぜられた場合  

２ 市長は，前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。  

（損害賠償） 

第１９条 利用者等は，文書館の施設，設備または所蔵資料を損傷し，汚損し，又は亡失

した場合は，その損害を賠償しなければならない。ただし，市長は，やむを得ない理由

があると認める場合は，賠償額の全部又は一部を免除することができる。  

（その他） 



 

第２０条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定

める。 

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は，公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日か

ら施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行する。  

２ 利用の許可及びその取消し並びに使用料の徴収，免除及び還付並びにこれらに関し必

要なその他の行為は，この条例の施行前においても，行うことができる。  

別 表（第１０条関係） 

施設名 使用料の額（円）  

午前 午後１ 午後２ 

午前９時から正午ま

で 

午後０時３０分から午

後２時３０分まで 

午後３時から午後５時

まで 

講座室 ６００ ４００ ４００ 

備 考 

１ 午前，午後１及び午後２の利用時間区分を継続して利用する場合の使用料の額は，各

利用時間区分の使用料の額の合計額とする。  

２ 利用時間が上表及び備考１に規定する利用時間に満たない場合でも，時間割計算は，

行わない。 

３ 上表に規定する利用時間以外の時間（備考１に規定する場合における正午から午後０

時３０分までの時間及び午後２時３０分から午後３時までの時間を除く。）に利用する

場合の使用料の額は，１時間につき，上表に規定する区分の使用料の額を時間割して計

算した額とする。この場合において，その利用時間に１時間に満たない端数があるとき

は，これを１時間に切り上げる。  


